
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

（俸給表の種類） 

第５条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各

俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定め

る。 

(1) 一般職俸給表（一）（別表第１） 

(2) 一般職俸給表（二）（別表第２） 

(3) 専門業務職俸給表（別表第２の２） 

(4) 教育職俸給表（別表第３） 

(5) 医療職俸給表（一）（別表第４） 

(6) 医療職俸給表（二）（別表第５） 

(7) 指定職俸給表（別表第６） 

(8) 専門職俸給表（一）（別表第６の２） 

(9) 専門職俸給表（二）（別表第６の３） 

２ （略） 

 （中 略） 

（勤勉手当） 

第３１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する教職員に対し、次の各号に掲

げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績

に応じて、それぞれ基準日の属する月の第９条第

２項に定める日に支給する。これらの基準日前１

箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡し

た教職員（別に定める教職員を除く。）についても

同様とする。ただし、第１号に掲げる者の勤勉手当

にあっては、基準日の属する年度の初日から基準

日までの間に、第２号又は第３号に掲げる者の勤

勉手当にあっては、各号に定める期間の末日の翌

日から基準日までの間に、就業規則第４８条の規

定による懲戒処分又は第５０条の規定による訓告

等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮す

るものとする。 

(1) 第５条第１項第４号の適用を受ける教員 基

準日の属する年度の前年度１年間における勤務

成績 

 

(2) 第５条第１項第１号の適用を受ける職員のう

ち、京都大学事務職員勤務評定要領の適用を受

ける職員 基準日３月前の末日以前６箇月以内

の期間における勤務成績 

 

(3) 第５条第１項第８号及び第９号の適用を受け

る職員 基準日３月前の末日以前６箇月以内の

期間における勤務成績 

(4) 前各号に掲げる者以外の教職員 基準日以前

６箇月以内の期間における勤務成績 

 

（俸給表の種類） 

第５条 

 

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

２  

 

（勤勉手当） 

第３１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する教職員に対し、次の各号に掲

げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績

に応じて、それぞれ基準日の属する月の第９条第

２項に定める日に支給する。これらの基準日前１

箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡し

た教職員（別に定める教職員を除く。）についても

同様とする。ただし、第１号に掲げる者の勤勉手当

にあっては、基準日の属する年度の初日から基準

日までの間に、第２号又は第３号に掲げる者の勤

勉手当にあっては、各号に定める期間の末日の翌

日から基準日までの間に、就業規則第４８条の規

定による懲戒処分又は第５０条の規定による訓告

等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮す

るものとする。 

(1) 第５条第１項第４号の適用を受ける教員及び

第８号の適用を受ける職員のうち別に定める者 

基準日の属する年度の前年度１年間における勤

務成績 

(2) 第５条第１項第１号の適用を受ける職員のう

ち別に定める者、第８号の適用を受ける職員（第

１号に掲げる職員を除く。）、第９号の適用を受

ける職員 基準日３月前の末日以前６箇月以内

の期間における勤務成績 

（削る） 

 

 

(3) 前各号に掲げる者以外の教職員 基準日以前

６箇月以内の期間における勤務成績 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 

２～６ （略） 

 （後 略） 

 

 

 

別表第１～別表第６ （略） 

別表第６の２ 

  専門職俸給表（一） 

 職 務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号俸 俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

 

 

備考 この表は、成長戦略本部等に勤務するイノ

ベーションプロデューサーその他の職員で初任

給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用す

る。 

別表第６の３～別表第１１ （略） 

 

２～６ （同 左） 

 

   附 則（令和８年達示第３９号） 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１～別表第６ （同 左） 

別表第６の２ 

  専門職俸給表（一） 

 職 務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号俸 俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

俸給 

月額 

 

 

 

備考 この表は、リサーチ・アドミニストレーター

及びイノベーションプロデューサーその他の職

員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに

適用する。 

別表第６の３～別表第１１ （同 左） 

 

 

（略） （同 左） 


